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１ 岐阜県立学校体育施設開放事業について 

（１）事業目的，開放施設と時間区分 

【事業目的】 

    岐阜県立学校の体育施設を学校の教育活動に支障のない範囲で一般のスポ－ツ利用に供するた 

めの事業です。 

【開放施設】 ・・・ 屋外運動場（グラウンド，テニスコート等） 

【時間区分】 ・・・ 午前８時～１２時，午後１３時～１７時, 夜間１８時～２１時 

※県立学校によっては学校の管理上一部の学校体育施設を開放しない場合があります。 

※屋内運動場（体育館等）の開放については，準備が整い次第開放する予定です。 

※夜間の学校開放【時間区分】夜間１８時～２１時については，準備が整い次第開放する予定です。 

 

（２）施設の利用に要する経費 

岐阜県立学校体育施設の使用料は原則無償とします。 

※今後開放を予定している，岐阜県立学校体育施設の夜間開放，屋内運動場開放に係る管理費（照 

明や冷暖房の利用に伴い生ずる電気代等に要する実費）については実費を徴収する予定です。 
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（３）利用団体登録 

岐阜県立学校体育施設の利用を希望する場合は，事前に岐阜県教育委員会体育健康課の利用団体登 

録が必要です。 ※１回だけの利用の場合も，利用団体登録が必要です。 

ただし，次のいずれかに該当する場合は，利用団体登録できません。 

①スポーツ活動を目的としていない場合 

②構成員のうち県内に在住，在勤又は在学をする構成員が１０人未満の場合 

③成人の代表者がいない場合 

④暴排措置に係る照会手続等に関する要綱第３条各号に掲げる者が代表者又は構成員（体育施設を

利用する予定の役員，監督，コーチ，選手，マネージャー，指導に携わる保護者等）がいる場合 

⑤その他県教育委員会が不適当と認める場合 

【申請に必要な書類】 

①岐阜県立学校体育施設利用団体登録申請書【様式１】 

※必要事項を記入後，申請書の裏面に記載されている「開放施設利用に係る注意事項」の内容を 

必ず確認してください。 

②岐阜県立学校体育施設利用団体構成員名簿【別紙】 

③利用団体の規約（規則）がある場合は提出してください。 

④代表者の本人確認ができる身分証明書のコピー  

※提出いただいた個人情報は利用団体登録及び体育施設利用許可手続き以外には利用しません。 
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【その他】 

   ・団体名，代表者などの登録申請書の内容に変更があった場合や構成員に変更があった場合は，変 

   更申請が必要です。岐阜県教育委員会体育健康課に対して，新たに「岐阜県立学校体育施設利用 

団体登録申請書【様式１】」を提出するとともに，「岐阜県立学校体育施設利用団体構成員名簿【別 

紙】」「代表者の本人確認ができる身分証明書のコピー」及び「利用団体の規約（規則）」を提出し 

てください。 

  ※「利用団体の規約（規則）」についてはある場合のみ提出してください。 

・登録を廃止する場合は，「岐阜県立学校体育施設利用団体登録申請書【様式１】」を提出してくだ 

 さい。 

  ・令和７年１月に移行予定の新県有施設予約システム（仮称）に利用手続きを移行する予定です。 

   移行後の変更等の手続きについては，システム構築後に案内します。 

 

【申請先】 

申 請 先：岐阜県教育委員会体育健康課 

申請方法：メール 

   Ｔ Ｅ Ｌ：０５８－２７２－８７６８  

E - ma i l：c17769@pref.gifu.lg.jp 
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２ 利用申込について 

（１）利用可能日掲載期間（県立学校体育施設の空き状況掲載期間） 

利用前月２０日～利用月１９日まで 

利用を希望する県立学校のホームページに掲載されている「岐阜県立学校体育施設利用可能日【様 

式４】」を確認してください。 

（２）利用申込期間 

利用前月２０日～利用月１９日まで 

（３）利用申込手続き 

利用団体の代表者は，「岐阜県立学校体育施設利用申込書【様式５―１】」に必要事項を記入し，利 

用を希望する県立学校にメールにて申込んでください。 

 ※各学校の代表メールは県教育委員会ホームページに掲載しています。 

※原則、利用希望日から１週間を切った申込については利用申込を受付けることができません。 

（４）利用の中止または変更 

利用申込をした学校から「岐阜県立学校体育施設の利用に係る通知書【様式６－１】」を受け取った 

後に利用を中止または変更することになった場合は，利用を予定している県立学校に利用の中止ま 

たは変更内容をメールにて申し出るとともに「岐阜県立学校体育施設利用変更届出書【様式５－２】」 

を提出してください。 
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「参考」利用団体登録，利用申込手続き，利用報告の流れ 

①利用団体登録申請 

「岐阜県立学校体育施設利用団体登録申請書【様式１】」，「岐阜県立学校体育施設利用団体構成員名簿 

【別紙】」，「申請者の本人確認ができる身分証明書のコピー」及び「利用団体の規約（規則）」を岐阜

県教育員会体育健康課にメールにて申請してください。 

 ※「利用団体の規約（規則）」についてはある場合のみ提出してください。 

②利用団体登録の通知 

岐阜県教育員会体育健康課から「岐阜県立学校体育施設利用団体の承認について（通知）【様式２― 

１】または【様式２－２】」をメールにて受領 

③県立学校体育施設の利用申込 

承認された団体は，利用を希望する県立学校のホームページに掲載されている「岐阜県立学校体育施 

設利用可能日【様式４】」を確認 

※ 原則、利用希望日から１週間を切った申込については利用申込を受付けることができません。 

利用を希望する月の前月２０日～利用月の１９日までに「岐阜県立学校体育施設利用申込書【様式５

―１】」を利用を希望する県立学校にメールにて提出 

④利用許可通知 

利用予定の県立学校から「岐阜県立学校体育施設の利用に係る通知書【様式６―１】または【様式６ 

－２】」をメールにて受領 
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日 スケジュール 日 スケジュール

1 団体登録申請（随時） 1

2 ※県教育委員会の利用団体承認後利用申込可 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8 利用申込不可

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15 利用予定日

16 16 利用報告書提出

17 17

18 18

19 19

20 ６月の空き状況公開　利用申込開始 20 ７月の空き状況公開・申込み開始

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31

５月 ６月

「参考」利用手続きの流れ（利用予定月日：６月１５日の場合）

⑤県立学校体育施設を利用 

 利用を許可された団体が県立学校体育施設を利用 

（岐阜県立学校体育施設開放要綱などを遵守する。岐阜県立学校体育施設の利用に係る通知書【様式 

６－１】を持参する。） 

⑥利用報告  

利用後 7 日以内に「岐阜県立学校体育施設利用報告書【様式７】」を利用した県立学校にメールにて

提出 
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３ 開放施設利用に係るＱ＆Ａ 

「開放施設と利用時間」  

Q１：岐阜県立学校体育施設の開放は，全ての県立学校で行っているのですか。  

A１：全ての県立学校で行っています。 

ただし，学校管理上，一部の学校体育施設を開放していない場合があります。 

Q２：利用できる時間帯は何時～何時ですか。  

A２：８時～１７時までです。【時間区分】午前８時～１２時，午後１３時～１７時 

※学校の教育活動（部活動を含む）に支障のない時間帯で利用できます。 

※【時間区分】午前，午後を続けて利用することもできます。 

※夜間の学校開放【時間区分】１８時～２１時については現在利用できません。準備が整い次第 

開放する予定です。  

Q３：早朝利用はできるのですか。  

A３：できません。 

「利用団体登録」  

Q４：初めて岐阜県立学校体育施設を利用したい場合は，どうすればいいのですか。  

A４：「岐阜県立学校体育施設利用団体登録申請書【様式１】」,「岐阜県立学校体育施設利用団体構成員 

名簿【別紙】」（岐阜県教育委員会ホームページからダウンロード） ,「申請者の本人確認ができる 

身分証明書のコピー」及び「利用団体の規約（規則）」を，岐阜県教育委員会体育健康課にメール 

で申請してください。 

※利用団体の規約はある場合のみ提出してください。 
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Q５：利用団体登録が出来ない場合は，ありますか。  

A５：次のいずれかに該当する場合は，利用団体登録できません。 

①スポーツ活動を目的としていない場合 

②構成員のうち県内に在住、在勤又は在学をする構成員が１０人未満の場合 

③成人の代表者がいない場合 

④暴排措置に係る照会手続等に関する要綱第３条各号に掲げる者が代表者又は構成員（体育施設 

を利用する予定の役員，監督，コーチ，選手，マネージャー，指導に携わる保護者等）がいる場 

合 

⑤その他県教育委員会が不適当と認める場合 

Q６：年度途中でも利用団体登録申請はできるのですか。  

A６：申請できます。 

Q７：一度だけの利用でも利用団体登録が必要なのですか。  

A７：必要です。 

Q８：利用団体登録したら岐阜県内の全ての県立学校を利用できるのですか。  

A８：利用できます。ただし，利用を希望する県立学校ごとに「岐阜県立学校体育施設利用申込書【様

式５－１】」の提出が必要です。 
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Q９：利用団体登録内容（代表者の氏名，構成員，種目など）に変更がある場合は，どうすればいいの 

ですか。  

A９：岐阜県教育委員会体育健康課に対して変更申請をしてください。新たに「岐阜県立学校体育施設 

利用団体登録申請書【様式１】」を提出するとともに，変更の内容に応じて「岐阜県立学校体育施 

設利用団体構成員名簿【別紙】」，「申請者の本人確認ができる身分証明書のコピー」及び「利用団 

体の規約（規則）」を提出してください。  

※「利用団体の規約（規則）」についてはある場合のみ提出してください。 

Q10：利用団体登録の期限はあるのですか。更新手続きはどうしたらいいのですか。  

A10：利用団体登録の期限はありません。また，更新手続きも必要ありません。 

令和７年１月に新県有施設予約システム（仮称）に利用手続きを移行する予定です。移行後の登 

録番号が変わる可能性があります。手続き方法については，改めてお知らせします。 

「利用申込み」  

Q11：何か月前から申込ができるのですか。  

A11：利用する前の月の２０日から利用月の１９日の間で申込ができます。 

     ※原則，利用希望日から１週間を切った申込については利用申込を受付けることができません。 

Q12：イベントや大会などで利用できるのですか。  

A12：利用できません。 
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「利用の中止または変更」  

Q13：利用を中止または変更したい場合は，どうすればいいのですか。  

A13：利用許可を受けた県立学校に利用の中止または変更したい内容をメールにて申し出るとともに 

「岐阜県立学校体育施設利用変更届出書【様式５－２】」をメールにて提出してください。なお， 

下記に該当する場合は，届け出の必要はありません。 

①利用を予定している学校の都合により，急に施設の利用ができなくなったとき。 

②天災地変その他不可抗力により施設の利用ができなくなったとき。 

Q14：雨天時の屋外運動場（グラウンドやテニスコート等）は利用できるのですか。  

A14：利用できません。また，利用前に雨が上がっていても，屋外運動場（グラウンド，テニスコート 

等）がぬかるんでいる場合は利用を中止してください。 

Q15：利用中に雨が降り出した場合，屋外運動場（グラウンド，テニスコート等）の利用はできますか。  

A15：直ちに利用を中止してください。 

Q16：気象警報及び特別警報が予想される場合や発表（非常変災時含む）された場合，学校体育施設は 

利用できますか。 

Ａ16：利用できません。 

利用日前日に気象警報及び特別警報が発表された場合，学校体育施設は利用できません。 
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「利用時の注意」 

Q17：校門の鍵は，どのようにして開けるのですか。  

A17：校門の鍵番号を利用予定の県立学校から通知しますので「岐阜県立学校体育施設の利用に係る通 

知書【様式６－１】」をご確認ください。 

Q18：鍵を紛失した場合は，どうすればいいのですか。  

A18：利用した県立学校に直ちに連絡してください。利用日当日，利用した県立学校に連絡がつかない 

場合は，翌日必ず連絡してください。鍵の作成や鍵交換費用は利用団体において弁償していただ 

きます。 

Q19：鍵を持って帰ってしまった場合，どうすればいいのですか。  

A19：次に利用を予定している団体が利用できませんので，気付いた時点で直ちに返却してください。 

Q20：学校の用具は，何が使えるのですか。  

A20：学校の用具はつかえません。（清掃用具，グラウンド整備用具除く。） 

Q21：利用後の清掃は，どこまですればいいのですか。  

A21：学校の教育活動に支障が出ないよう確実に行ってください。グラウンドなどは，トンボやコート 

ブラシにより整地を行い，トイレなどは，モップやほうきなどで清掃してください。ごみは必ず 

利用団体で持ち帰ってください。 

Q22：開放施設及び貸与物品を破損，紛失した場合は，どうすればいいのですか。  

A22：利用した県立学校へ直ちに連絡してください。利用日当日，利用した県立学校に連絡がつかない 

場合は，翌日必ず連絡してください。また，修理代金や購入費用は，利用団体において弁償して 

いただきます。 
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Q23：開放施設及び貸与物品の破損を発見した場合は，どうすればいいのですか。  

A23：利用した県立学校へ直ちに連絡してください。利用日当日，利用した県立学校に連絡がつかない 

場合は，翌日必ず連絡してください。 

Q24：利用予定時間に他の団体が利用していた場合は，どうすればいいのですか。  

A24：利用時には必ず「岐阜県立学校体育施設の利用に係る通知書【様式６―１】」を持参してください。 

持参した通知書を基に，互いの利用日時などを確認してください。誤って利用していた団体は，直 

ちに利用を中止してください。 

Q25：事故や火災などが発生した場合は，どこに連絡すればいいですか。  

A25：警察や消防に直ちに通報してください。その後，利用している県立学校に連絡してください。 

また，利用日当日，利用した県立学校に連絡がつかない場合は，翌日必ず連絡してください。 

Q26：利用団体登録を抹消されるのはどのような場合ですか。  

A26：「岐阜県立学校体育施設開放要綱」「岐阜県立学校体育施設開放利用の手引き【利用団体用】」等に 

示されている注意事項をお守りいただけない場合や違反行為・迷惑行為等を確認した時は，一定 

期間利用を停止します。また，違反を繰り返した場合や特に悪質な違反があった場合については， 

利用団体登録を抹消します。 
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【問い合わせ先】 

岐阜県教育委員会体育健康課 

住  所： 〒５００－８５７０ 岐阜県岐阜市薮田南２－１－１  

Ｔ Ｅ Ｌ：０５８－２７２－８７６８／Ｆ Ａ Ｘ：０５８－２７８－３５４２ 

 


